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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
難
民
認
定
申
請
者
の
収
容
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
形
で
の
統
計
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
七
十
七
人
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
十
四

条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
て
摘
発
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
東
京
入
国

管
理
局
に
収
容
さ
れ
た
後
に
難
民
認
定
申
請
を
行
っ
た
者
が
十
七
人
、
収
容
令
書
に
よ
る
収
容
の
仮
放
免
中
に
難
民
認
定
手

続
に
お
い
て
難
民
と
認
め
ら
れ
ず
難
民
不
認
定
の
処
分
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
在
留
に
関
す
る
人
道
的
配
慮
も
要
し
な
い
も

の
と
判
断
さ
れ
た
上
で
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
退
去
強
制
令
書
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
者
が
三
十
三
人
、
収
容
令
書
に
よ
り

収
容
さ
れ
た
後
仮
放
免
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
難
民
認
定
手
続
中
に
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
退
去
強
制
令
書
に
よ
り
収
容

さ
れ
た
者
が
十
三
人
、
難
民
認
定
手
続
に
お
い
て
難
民
と
認
め
ら
れ
ず
難
民
不
認
定
の
処
分
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
在
留
に

関
す
る
人
道
的
配
慮
も
要
し
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
、
退
去
強
制
令
書
に
よ
る
収
容
の
仮
放
免
の
延
長
が
許
可
さ
れ
ず
収
容

さ
れ
た
者
が
六
人
、
難
民
認
定
手
続
中
に
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
後
に
警
察
署
、
検
察
庁
又
は
裁
判
所
か
ら
身
柄
を
引
き
取
り

一



収
容
さ
れ
た
者
が
五
人
、
前
回
の
難
民
認
定
手
続
に
お
い
て
難
民
不
認
定
の
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
て
は
理
由
が
な
い
旨

の
決
定
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
在
留
に
関
す
る
人
道
的
配
慮
も
要
し
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
上
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い

て
退
去
強
制
令
書
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
者
が
一
人
、
前
回
の
難
民
認
定
手
続
に
お
い
て
難
民
不
認
定
の
処
分
に
対
す
る
異
議

申
立
て
は
理
由
が
な
い
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
在
留
に
関
す
る
人
道
的
配
慮
も
要
し
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
、
仮

滞
在
期
間
の
更
新
が
許
可
さ
れ
ず
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
収
容
令
書
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
者
が
一
人
、
難
民
認
定
手
続

中
に
退
去
強
制
令
書
発
付
処
分
取
消
等
請
求
事
件
に
係
る
最
高
裁
判
所
の
上
告
棄
却
決
定
が
あ
り
、
退
去
強
制
令
書
に
よ
る

収
容
の
仮
放
免
の
延
長
が
許
可
さ
れ
ず
、
収
容
さ
れ
た
者
が
一
人
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

在
留
資
格
を
有
し
な
い
者
が
難
民
認
定
申
請
を
し
た
場
合
に
は
、
従
来
か
ら
退
去
強
制
手
続
と
難
民
認
定
手
続
が
並
行
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
十
六
年
に
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
し
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
仮
に
本
邦
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
や
、
同
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
退
去

強
制
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


